
問合せ問合せ
寝屋川市まちづくり推進部産業振興室
〔開設時間〕平日（月～金）　午前９時から午後５時30分まで
（※ただし、祝日、年末年始は除きます。）
〔電話番号〕０７２－８２８－０７５１

寝屋川市まちづくり推進部産業振興室
〔開設時間〕平日（月～金）　午前９時から午後５時30分まで
（※ただし、祝日、年末年始は除きます。）
〔電話番号〕０７２－８２８－０７５１

市ホームページから下記の様式をダウンロードし、確認してください。
① 寝屋川市飲食店におけるキャッシュレス決済等導入推進支援補助金申請書
② 寝屋川市飲食店におけるキャッシュレス決済等導入推進支援補助金申請要件確認書
③ 寝屋川市飲食店におけるキャッシュレス決済等導入推進支援補助金誓約書

レターパックによる郵送で受付しています。
※必ず、募集要項をよく読み、内容を確認し、申請してください。

１．必要な書類の確認

２．申請書の記入、必要書類の確認、郵送

１で確認した様式に必要事項を記載・押印後、「申請に必要な書類」を添付し、レター
パックで郵送してください。他にも「申請に必要な書類」があるので、募集要項で確
認してください。
※レターパックは、郵便局窓口やコンビニ等で購入できます。

〒572－0042　寝屋川市東大利町２番14号
寝屋川市立産業振興センター内　

寝屋川市飲食店におけるキャッシュレス決済等導入推進支援補助金係

【 申請書類の提出先 】

申請期間

申請方法

申請期間・申請方法

令和２年９月16日（水）～令和２年12月15日（火）【必着】


